
社会福祉法人南会津会 

女性活躍推進法に基づく行動計画 

 

男女ともに全ての職員が活躍できる職場環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

２．内  容 

 

目標１ 事務長以上の管理者の女性の割合を４０％以上とする 
 

＜具体的対策＞ 

  ・令和４年３月   法人内施設の事務長以上管理職数の実態調査 

・令和４年４月～  目標達成に向け人事異動等実施 

 

目標２ 所定外労働時間前年度比５％削減を目指し、 
職場と家庭生活の両立を目指す 

＜具体的対策＞ 

  ・令和４年６月   所定外労働把握調査実施（毎年実施） 

  ・令和４年７月～  所定外労働把握調査内容を法人内施設長会議へ報告 

   目標達成のため、各施設において安全衛生推進者を中心に既存業 

務の見直し等取り組み方法を検討 


